
第１２回北広島市子どもの権利条例検討委員会議事録 
  日時：平成１９年４月１９日（木）１８：００～ 
  場所：芸術文化ホール活動室 
 
配布資料  ①市政モニターアンケート集計票 
      ②３月２５日荒牧重人教授講演会資料 
       
議事録 
委員長：第１２回目の検討委員会を始めます。まずはアンケート調査の報告です。 
事務局：地域部会は１２５件中１００％回収済みで集計も終了しており、分析中です。幼

児・親部会は子ども・親については２２３件中１５４件の回収で６９.１％の回収率、職 
員につきましては８７件中８０件回収で９２.０％の回収率で、集計は終了しており分析中

です。小・中・高校生部会は子どもについては６１５件中５２１件回答で回収率８４.７％、

保護者については３０６件中２６７件で回収率８７.３％、全て集計は終了しており、分析

中です。子どもの指導者部会については１２０件中１１１件回収で９２.５％の回収率で、

集計中です。市政モニターアンケートについては６００件中２５８件回収で回収率４３.
０％ で、集計済みです。アンケート全体では２２９９件中１６７０件回収で回収率は７

２.６４％となっています。 
委員長：アンケート調査について疑問・意見がありましたらどうぞ。 
委員：全くの白紙で戻ってきたアンケートは回収率の中に入るのでしょうか？ 
事務局：市政モニターアンケートでは未記入が２件ありましたが、未記入という回答があ

ったという事で集計しています。 
地域部会：市政モニターの回答率４３.０％というのは一般的に高いのでしょうか？ 
事務局：市政モニターの平均的な回収率は４０％台だそうです。 
委員長：先程の白紙アンケートにもどりますが、他に疑問がある方はいませんか？ 
事務局：アンケートで未記入や回答なしというのは通常あり得まして、これも含めて未記

入という回答で回答数にも入るし回収率にも入ると思います。これもひとつの回答者の意

志と考えていいと思います。 
委員：次回の検討委員会の時までに事務局で集計したものを部会ごとに分析して、アンケ

ート結果をどう捉えたかを発表する訳ですよね。それは文章で提出するのですか？ 
委員長：文章です。次回の検討委員会までの間に、部会によっては何回か集まらなければ

ならないということになりますね。それでは次の議題に移ります。子ども委員会について

です。名称自体が決まっているわけではないのですが、子ども達の声を聞く委員会という

仮称を使わせて頂きます。我々検討委員会とは離れた組織を作って、子ども達が何を考え

ており、この権利条例にどんな意見を持っているか、そういう事を子ども自身から聞いて

いきたいというのがこの趣旨であります。委員の方からも設置要綱の案がでております。



本日はみなさんが子ども委員会にどのようなイメージを持っているか、そしてこの委員会

を設置するかどうかという所までいきたいと思います。子ども委員会のイメージという資

料がありますが、委員から提案のあった北広島市子どもの権利条例子ども委員会設置要項

(案)を基にした議論の叩き台という事で目的・活動内容・委員の資格・人数・役職・活動期

間・会議とその進め方とありますが、議論の口火はどこからでもいいと思うので、みなさ

んがどのように子ども委員会を考えているのかを話していただければと思います。 
委員：子ども委員会を作る時に子ども達はどんな立場で、フリーな形で集まってフリーに

話しができるのか、それとも市としてのなんらかのアウトラインがあってそれによって議

論を進めるのでしょうか？ 
事務局：子どもの権利条例の検討委員会の位置づけですが、市長がみなさんに委嘱して諮

問をし、条例案を答申していただくという公的に位置づけられた委員会なのです。従って

報酬や費用弁償は会議の開催毎にお支払いしているのですが、裏を返すと万が一この会議

に関わる事で、例えば通って来る間に事故があった時でも公務災害の補償の対象になると

いうことになります。子ども委員会については、検討委員会としては子どもや市民の意見

を大いに聞こうという事でスタートしていますので、市としてきっちりと公的な位置づけ

のされた委員会ではなく、任意のお子さん達の意見を聞くための集まりではと考えていま

す。ですからお子さん達への報酬や費用弁償等のお支払いはできないと考えています。送

り迎えや具体的な開催方法などは議論していただかなければと思います。 
委員長：意見はありませんか。 
委員：３月２５日の荒牧教授の講演会では、実行委員だったので参加していました。その

時に子ども委員会のような場を設けるのであれば、子どもをコーディネートするために、

子ども達と年齢が近い、例えば２０代くらいのコーディネーターを配置した方がいいとい

うことを言われていました。また、コーディネーターの関わり方で意見の出方も変わると

いうことも言われていました。 
委員長：コーディネートする２０代の方達はその委員会ではどういう立場でいるのでしょ

うか。常に会議に参加するのでしょうか。 
委員：まず子どもの中心になる人が必要だと思うのです。子どもの中から年上の人を一人

選んでもいいのですが、子どもの権利について勉強している大学院生などが議論を進めや

すい環境を作ってあげるといいと思います。 
委員長：そのコーディネーターの影響が大きければ大きい程、子どもの本当の意見という

ものが隠れてしまうのではと思うのですが。札幌市ではメンバーである高校生がリーダー

シップをとってまとめていったようです。 
事務局：札幌の場合は３人の高校生が委員として入っており、子ども委員会の場で他の子

ども達を引っ張っていったと聞いています。 
委員：子どもが参加している委員会に大人があまり関わらない方がうまくいく、大人は子

どものパートナーとして必要な情報を提供するということだけに徹して、子ども達に任せ



る方がうまくいくという事を言っていました。子ども達に任せた時に年齢の違う子ども達

が集まっているので縦割りの関係ができて年下の子が言いづらい雰囲気にならないように

１８歳よりは上の大学生位の人が中にいると中立の立場で子ども達の意見をうまく引き出

しながら縦の関係にならないというお話でした。 
委員：子どもが集まる場所に我々大人が出かけて行って子どもの意見を聞くという方法が

あるという話を聞いて、それはそれで重要だと思いました。子どもの意見を聞き取る方法

は何通りかあった方がいいと思います。 
委員：反対という事ではありませんが、アンケートは学年を抽出してという形をとる事に

なりましたよね。最終答申するまでに時間をかけるという事であれば、これから様々な方

策というのは選択肢の中に出てくるでしょうが、できる事なら今年中に最終答申をしよう

とするタイムスケジュールであるなら、あまり選択肢を広げない方がいいのではないかと

思います。時間をかけてやればそれだけ沢山の意見を拾い集められるのだけど、ある意味

時間を区切られているのなら、期限の中でどう効率良く子どもが何を考えているのか、何

を期待しているのかを吸い上げながら条例の答申案を作っていく方がいいのではないかな

と思います。 
委員長：公募か学校経由の二つしか手法がないのですかね。学校経由だと学校の協力が不

可欠になってきます。例えば学校経由でこういう形の子ども委員を選ぶとすれば学校で公

募するという事になりますか？ 
委員：学校にどういう形でおろされてくるかという事が大前提にありますよね。子どもに

自由に参加していいですよということであれば、学級単位で子ども達同士がこういう立場

で出たいという話にもなります。ただ学校で子どもの意見を反映するような子を選んでく

ださいという事になれば、児童会に入っている子になってくると思います。子どもを信じ

てそういう話し合いを聞く立場でいれば、最初は勝手な事を言っていても誰かが本当にそ

れでいいのかと投げかけ、又考え始めます。ある意見を言った時にその意見に対して誰か

が意見を返してくる、そういうやりとりがなければ作っても難しい。当然自分が言った事

に対して意見が返ってくるもので、それに対して又意見を言う。そのような会なのですよ

という事を子ども達がわかっていればどんどん良い方に行くかなと思います。そしてコー

ディネーターがこれはどうなのか、と投げ返せば又それについて考え始めるというように

なっていくのかなと思います。 
委員：中学校の場合は公募であれば、生徒会の役員の子ども達が出てくるのだろうと思い

ます。自分達の意見が言えて、自分達の意見が反映されるような進め方であればいいと思

いますが、ただあまり大きな事を要求すると、かなり広範囲に渡っていますので、子ども

達にとっては辛いと思います。また最後にまとめる時には、小学生よりは中学生、中学生

よりは高校生となり、高校生の方でまとめていくという形になると思いますが、その辺は

きちんと考える必要があると思います。小学生は小学生なりの意見を持ち、中学生は中学

生なりの意見を持つと思います。その辺も加味して考えなければいけないのではと思いま



す。 
委員：多くの子ども達から意見を聞いて権利条例の中に活かしていくということは大切な

事だと思います。ただ問題は公募なのか学校経由なのか、そして子ども委員会を立ち上げ

て実施に移す場合、私たちの立場というのは権利条例の検討委員という立場ですが、それ

とは別に子ども委員会をやらなければいけないのかということです。検討委員の人に限ら

ないというのであれば 市民の方、違う団体の方が子ども委員会を作るという事も考えら

れると思います。条例検討委員として委嘱をされて、業務を進めていく事は問題ありませ

ん。ただ子ども委員会を作ってやるという事は色々なことが関わってきます。子ども委員

会のメンバーとして生徒を出す事になれば、事故があっても困るので引率する先生が必要

です。また、バス賃の問題もある。子ども達が部活をやっていてなかなか時間がとれない

という事もあります。そういう事から考えると、色々な子ども達から意見を取り入れると

いうことはいいことですが、多くの問題があります。また、仮に子ども委員会を立ち上げ

て、コーディネーターを付けて話し合いを進めても、権利条例の答申を今年中に提出した

いという目標もあるので、それまでに作業が出来るのかという事も問題であります。私た

ちは各部会に分かれて今まで色々な角度からアンケートをとってきました。それを今集計

しています。その中に十分に子どもの考え方を反映した中身があるのではないかと思いま

す。 
委員：子ども委員会がないよりはあった方がいいと思うのですが、違和感もあります。子

どもの意見を聞こうという事でアンケートを取って、それが一番子どもの素直な意見では

ないかという事で考えてきました。まず権利条例を制定するにあたって子ども達の素直な

声を聞く必要があるという事でアンケートを取ったということが一点と、子ども委員会で

どれだけの意見がでるかという事、何を聞くか、委員会での子ども達の意見の扱い方、誰

が責任を取っていくかということはすごく難しいと思います。子どもの権利条例が制定さ

れた後に、君たちにはこのような権利があるのだよという事を伝えていって、子どもの声

をもっと聞いていこうという機運が自然と高まり、必要だという風になってから発生して

いくのが理想じゃないかなという気がします。子どもの権利条例検討委員会として子ども

委員会が必要であるということを言おうとしている訳ですが、誰がどの様に持っていくか、

子ども委員会が必要であるという事が、別の機関で同時にスタートしているなら別だが、

検討委員会が子ども委員会を要請するのは責任が重いかなと思います。別な機関、大学等

がリーダーになってもらい、同時に運営していく。その中でお互いに意見を持ち合うとい

うようなことが理想かなと思います。 
委員：私たちは子どもの権利条例に対しての検討委員会です。それが子ども委員会を抱え

る必要自体はないですよね。子ども達から意見を聞くという一つの形を作りたいというこ

とはあります。事務局の中で立ち上げていくということは考えてはいかないのでしょうか。 
事務局：子ども委員会のお話自体が委員さんの中からの提案ですので、まずは委員会のテ

ーブルに上げて議論していただけたらと思っています。  



委員：色々な委員さんからお話があったように、同時に子ども委員会を抱えていくことに

不安感があると思います。子どもが会議に参加するとなると親がついてくる、又学校を通

してとなると先生方がついてこなくてはならない。部活に影響を与えてしまう、時間を考

えながら会議を開催していかなければならない。それを誰がしていくのか。子どもの声を

ダイレクトに聞ける子ども委員会というのは、誰もがあった方がいいと思っているはずで

す。ただそれをどういう風にしていくかという事に関して、不安を感じます。 
委員：子どもに対するアンケートはとりましたが、子ども委員会は全く立ち上げないで、

子どもの権利条例を作るということに疑問を感じます。子どもが主体の条例なのに子ども

の意見を聞く場がない。強いて言えばアンケートだけだった。そのような条例ができた時

に、子どもが権利の主体となっている、子どもの人権を守っていく、子どもを育てていく、

子どもが大人と接しながら、子ども同士でお互いの人権を尊重していくということが言え

ないと思います。自分の子どもの例ですが、北広島市は環境問題について自分達のゴミを

減らしていこうという意識を育てるためにまず子どもから意見を聞いて、会議を重ねて子

ども達がアピール文まで作ったということがありました。委員会としての責任ということ

もわかりますが、もう一つ子どもの委員会を持って、そちらからの意見を聞いて会議に反

映させていく必要があると思います。具体的に言いますと小・中・高部会のアンケートを

作りました。その時のアンケートでこれは小学生でも理解できると思って文章を作りまし

た。 でも子どもに聞かれて、私の考え方の感覚とずれがあるという部分もありました。

この子どもの権利条例が最終的にできた時に子どもに目を通してもらわないと子どもは理

解できるものではないと思います。大人が押しつけたとしても子どもから子どもへ広がっ

ていくような子どもの権利条例にはなっていかないのではと思います。 
委員長：前回の委員会では子どもの意見を聞く、可能であれば子どもを参加させていくと

いう事は必要だとまとめたと思うのです。子どもから直接声を聞かない限り私たちは責任

を持って子どもの声を聞いて条例を作ったという事にならないと思う。その辺の折り合い

をどうつけるかが、みなさんが悩んでいる所だと思います。子どもの声を聞くことは必要

な事だが、具体的にどんな形で行うのかを考えていきましょう。 
委員：子ども委員会を立ち上げて子どもを集めたからといって、子どもの生の声が拾える

かという事に疑問を持っています。委員会で配布された資料を読んだのですが、子どもの

権利を侵害されている渦中の子はこういう所には来ていないのではと思って読みました。

民生委員、児童委員協議会から代表として来ています。又小学校の相談員として子ども達

と関わっていますが、私が関わる子ども達はどちらかというとこういう委員会には来ない

だろうと思います。例えばいじめられています、虐待を受けていますという子がいたとし

て、その子達がこういう委員会に来て意見を言わないと思います。言えないと思うのです。

言える子が集まってくると思うのです。そういう子達の意見を集めて子どもの意見ですと

いっても果たして子どもの意見を吸い上げた事になるのかなというのがずっと疑問でした。

一部の子どもの意見だけを吸い上げるのであればそれはしない方がいいと思います。 



委員：子どもの意見を聞くということは大切だと思いますが、確かに色々な子どもが来る

訳ではないと思います。何回かしか集まらない中で何人子どもが来られるか、その中で全

ての子どもの声を拾えるかといったら拾えないと思うのです。そして一番困っている子ど

もというのは出てこないと思います。また、その意見を引き出す人と、それに対して答え

る子ども達に対して投げ返していくような人がいないと子どもだけの委員会というのは難

しいのではと思います。２０歳位の人という話もでましたが、社会経験もまだ少ないと思

うのです。やはり子どもを色々な角度から見ている方、相談員の方とかそういう人が中に

入ったほうがいいと思います。それでも全部は出ないと思います。また、子どもの意見は

今回のアンケートの中にも反映されているのではないかなと思います。もし子ども委員会

を作るのであれば私は公募の方がいいと思います。 
委員：児童養護施設に勤務している関係で色々な権利侵害をされてきた子達を見てきてい

ます。子どもの意見を聞くというのは良いことなのですが逆な言い方をすれば大変危険な

場合もあります。ここの中で言われているコーディネートをする人達は本当に子ども達の

立場に立った考えを持ってコーディネートできる人なのかどうなのか、ある意味ではコー

ディネーターの考え方一つによっては随分意見も変わってくると思います。子どもの権利

条約、子どもの権利に関する条例の中にも子どもの意見表明、子どもの最善の利益を追求

するという事は書かれていますが、どれだけ子どもに対して大人が話しを聞き取れるかが

問題だと思います。基本としては子どもの意見を聞くというのは賛成ですが聞き取れる方

がいるかということが難しいと思っています。公募するにしても学校に依頼するにしても

色々な問題がでてくると思います。集まって来るまでの事故等を考えるのであれば、年齢

幅の広い少年団関係等が集まっている所で話しを聞くという考えもあります。子どもを一

つの所に集めて話を聞くというのはとても難しい事だと思います。 
委員：私もイメージが湧かないという感じです。うちの少年団の子に何でもいいから、話

し合ってごらんと言った時にイメージが出てきません。アンケートをもっと確認したらど

うでしょうか。そこからもっと幅が広がっていくのではないでしょうか。子ども委員会を

やりましょうというのも一つかもしれませんが、まずアンケートをもう一度整理してその

中で権利条例について話し合ったほうがいいと思います。アンケートの意味というのは、

たくさんの子ども達や大人から意見を聞くという事ですよね。そこをもう少し考えた方が

いいのではないかと思います。 
委員：多治見市では条例を制定する何年か前に子ども会議を設置しているみたいです。制

定された後も子ども会議として残っていて、意見表明の中で自分達の表現の自由について

大人側に問いかけられます。また多治見市は子どもスタッフというものを別に設けている

様です。先程言っていましたが若い人が入ればいいのか、中年くらいの人が入ればいいの

かは分かりませんが、自分達の過ごしてきた時代を考えなおして子ども達と論議するのも

いいかなと思います。作るのはとても難しいとは思いますが、制定された後も子ども達の

意見をきちんと聞いていかないと、私たちの役割は終わらないと思うので、堅く考えない



で子ども達の意見を聞きたいという思いで今から出発しても遅くないと思います。 
委員：子どもの意見を聞きたいというのは基本的にあります。でも何を聞けばいいのかと

いう所で迷うのです。権利条例を制定する為だけに子どもの意見を聞こうというのであれ

ば、アンケートでも良いのではと思います。多治見市の様に制定された後の事も考えてと

いう事であれば、ここで子ども委員会を設置する必要があると思います。もし子ども委員

会を設置しようとするのであれば、どういう事を聞くかという事を考えて設置しなければ

意見を吸い上げられないと思います。十分に議論しての設置が望ましいと思います。 
委員長：委員会そのものは作った方がいいということだったのですが、今日は異論も出た

と思います。検討委員会と子ども委員会は違うものなのでしょうね。この委員会が独立し

た子どものグループとしてあった方がいいのではないかということもあります。学校現場

の声を聞いていますと、事故、部活等の心配など安全という事に大きくとらわれて自主的

な活動や、いきいきとした子どもらしい生活がどこかで縛られていると思います。もちろ

ん事故があってはならないのですが、全てそこにとらわれてしまうと何もできないのでは

ないかと思います。３月に道、道教委、道警がいじめ・虐待防止緊急宣言をしました。道

教委の調査で回答者の２割にあたる５万８千人の児童・生徒が最近いじめられた事がある

と、これは異常な事としていじめ・虐待防止緊急宣言を出したわけです。市民モニターの

アンケートでは、周りで子どもがいじめや虐待を受けているのを見たり聞いたりした事が

ありますかという質問に「ある」と回答した人が２９.５％で３割位の回答者がいじめや虐

待を見たり聞いたりしている実態だというのです。宣言をするより先にまず子ども達がど

うしてそんな状態になっているのか子どもの口から聞きたい。でもそんな事を赤裸々に言

う子はいないと思います。確かにそうかもしれないが、子ども同士が集まって自由な議論

があるとすれば、今の社会に対する不平や不満、問題が出てくると思います。自主的に運

営する子どものグループが権利条例の過程、プロセスの中で作られるべきだと思うのです。

そしてそれが何らかの形で条例制定後にも継続して、市と子ども達とのパイプ役になって

いくことが大事だと思います。 
委員：子ども委員会を立ち上げる時、子ども達はそれなりに行動を起こさなければなりま

せん。学校経由となると、学校に責任があると思うのです。学校では子ども一人あたり４

～５つの保険に入っています。何かあった時にはそれで補償する。それが今普通なのです。

私はそれで子どもの行動が縛られるとかそういう事でなく、逆にそれで守って十分な活動

をさせてやるという事なのです。そこを誤解してほしくありません。子どもの権利条例で

アンケートを取るために長い時間やってきました。権利条例を作る際には子どもも必要だ、 

子どもも話し合いに参加させるべきだという事を立ち上げの段階でみなさんがきちんと理

解していればいいが、今途中で出てきていますよね。今まで色々な作業をしてきている中

で新たに入ってきています。子どもにどういう話を聞くのかなど簡単にはいかないと思い

ます。検討委員会で一つの方向性を持ってきているわけですから、そこを重要視しなけれ

ば何のためにやってきたのか分かりません。私は子どもから色々な意見を取るということ



は大賛成です。ただそれをやるためには様々な問題が出てくると思います。私個人の考え

としてはアンケートを取ってやってきたもので権利条例を検討したらいいと思います。 
委員：アンケートをとりましたが、それだけで条例を作るというのは子どもをサンプルと

して考えているのかなと思います。それで子ども委員会を提案しているのですけど。子ど

もの人権を守るための条例ですよね。子どもを北広島市のパートナーとして考えていける

ような条例になってほしいと思います。子ども達の意見を聞くことは大切です。大きな侵

害を受けている子ども達の意見は聞けないのではという話もありましたが、小さな事でも

大きな事でも嫌な体験を受けたら侵害に当たると思います。子ども委員会を設置する事に

よって意見が出てくると思うし、子ども達にとって考える場にもなると思います。  
委員：子どもの意見、考えを聞けるものならたくさん聞きたい。そして検討委員が生の声

を聞いて、条例を作っていく時に大人の感覚と子どもの感覚の違いなどの部分に活かして

いくという意味で、可能であれば是非１～２回でも機会を作る必要があると考えます。今

の議論の中で私たちが子どもの意見を聞かないで条例を作ったらおかしい、子どもの権利

を尊重する条例が作れないのではないか、という様な発言もありましたが、それは冒涜だ

と思います。子ども達の事を考えて集まって議論しているわけですから。子どもが関わら

なければ条例がうまくいかない例が多いとありましたが、具体的にまずい所があったのか

聞かせてください。 
委員：確認していただきたいことは、今になって急に子ども委員会を作ってくださいと言

っている訳ではありません。早い段階で提案したが取り上げてもらえませんでした。良い

物を作ろうという気持ちはみなさん一致していると思います。でも私たち２０人が北広島

市民６万人の声を代表しているかと言ったらそれは違うと思います。だから子ども委員に

来ている子ども達が子ども達全ての意見を反映しているとは思いません。子ども委員で子

どもに聞く事は子ども達に直接関わりのある事だと思います。子どもが自分の権利を主体

的にどう表現したり、どう使っていったりという部分で子どもの意見が大事です。子ども

達にはあまり関係がない部分については聞かなくても良いと思います。子どもがこの検討

委員会と同じような立派な条文を持ってくるということではなく、自分達に直接関わりの

ある条文を検討して文章化してくると思います。 
委員：条文を子どもに考えてもらうというのは難しい。しかし子どもが考えている思いや

気持ちを吸い上げるのは可能です。仮に子どもにどんな状態が幸せなのかなどの問いを発

するとします。それに対して色々な意見が出ます。そういうものをどのように条文として

吸い上げていくか、それだって立派に関わっているということだと思います。子どもの思

い、気持ちの吸い上げ方を検討していくと道も変わっていくかなと思います。 
委員長：今日は子ども委員会についての議論をしましたが、結論は出ませんでした。次回

の委員会では何らかの結論を出したいと思います。次回は５月２５日に開催いたします。

みなさんお疲れ様でした。         
 



 


